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【告示】

番 号 表 題 担当課名

５５２ 森林管理重点地域の指定が失効した件 森林土木・保全課

５５３ 道路の区域を変更する件 高規格道路課

５５４ 道路の供用を開始する件 同

５５５ 同 同



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
。

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
区
域

吉
野
川
市
美
郷
字
大
鹿
二
二
四
の
一
及
び
二
二
四
の
二

二

指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
日

令
和
六
年
十
月
二
十
三
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
六
年
十
一
月
十
九
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

美
馬
市
美
馬
町
字
竹
ノ
内
二

一
八
番
一
地
先
か
ら

旧

一
〇
・
八
～
一
一
・
七

五
一
・
二

２

同

二

鳴
門
池
田

１

三
七
番
一
地
先
ま
で

同

新

一
一
・
七
～
一
二
・
四

五
一
・
二



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
六
年
十
一
月
十
九
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

美
馬
市
美
馬
町
字
竹
ノ
内
二
一
八

２

番
一
地
先
か
ら

鳴
門
池
田

五
一
・
二

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日

１

同

二
三
七

番
一
地
先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
六
年
十
一
月
十
九
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

８

中
部
山
渓
轟

海
部
郡
海
陽
町
平
井
字
下
谷
八
二

４

一
〇
五
・
四

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日

１

公
園

番
三
地
先


